
食品衛生責任者養成講習会の御案内 
令和４年２月 

一般社団法人長野県食品衛生協会 
 

 食品取扱営業施設には、食品衛生法施行規則に基づき、「食品衛生責任者」を設置することが義務づけ

られています。 

一般社団法人長野県食品衛生協会では、長野県知事の指定を受けて、食品衛生責任者の資格を取得して

いただくための講習会を開催しています。 

◯ 食品衛生責任者の役割 

  食品衛生責任者は、営業者の指示に従い施設の食品衛生管理にあたるとともに従業員の衛生教育など

を行う任務があります。 

◯ 食品衛生責任者になるためには 

  食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。 

  養成講習会終了後に修了証書が交付されます。 

  修了証書を添付して保健所に食品衛生責任者の届出をします。 

◯ 次の資格を持っている方は、養成講習会を受講しなくても食品衛生責任者になることができます。 

 ・食品衛生管理者となることができる方 

 ・食品衛生監視員になることができる方 

 ・栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士・他自治体における食品衛生責任者

養成講習を修了した方 等 

令和４年度食品衛生責任者養成講習会開催日程 

回 開 催 日 会    場 所在地 定員(人) 受付時期 

１ ４月２６日(火) 長野市若里市民文化ホール（ホール） 長野市 200 

 

前期分 

令和４年 

２月14日～ 

受付開始 
（コロナ感染
拡大状況に
より中止又は
延期になる
場合がありま
す） 

２ ５月１２日(木) キッセイ文化ホール（中ホール） 松本市 140 

３ ６月 １日(水) 上田市丸子文化会館（セレスホール） 上田市 150 

４ ６月１３日(月) 長野県自治会館（大会議室） 長野市 120 

５ ６月２７日(月) 佐久平交流センター（ホール） 佐久市 140 

６ ７月１３日(水) キッセイ文化ホール（中ホール） 松本市 140 

７ ７月２６日(火) 南信州・飯田産業センター(ホール) 飯田市 120 

８ ８月 ２日(火) サン・アルプス大町（大会議室） 大町市  70 

９ ８月２４日(水) 飯山市公民館（講堂） 飯山市  60 

10 ９月 ９日(金) 長野県自治会館（大会議室） 長野市  120 

11 ９月２２日(木) 諏訪市文化センター（ホール） 諏訪市 120 

12 １０月 ６日(木) 佐久平交流センター（ホール） 佐久市 110 

後期分 

令和４年 

７月中旬～ 

受付開始 
（コロナ感染
拡大状況に
より中止又は
延期になる
場合がありま
す） 

13 １０月２１日(金) キッセイ文化ホール（中ホール） 松本市 140 

14 １１月 １日(火) 長野県伊那文化会館（小ホール） 伊那市  90 

15 １１月１７日(木) 長野県自治会館（大会議室） 長野市 120 

16 １２月  １日(木) 上田市丸子文化会館（中ホール） 上田市 150 

17 １２月１２日(月) キッセイ文化ホール（大会議室） 松本市 140 

18 １月２７日(金) 長野県自治会館（大会議室） 長野市 120 

19 ２月１０日(金) 長野市若里市民文化ホール（ホール） 長野市 200 

20 ２月下旬 調整中 長野県伊那文化会館（小ホール） 伊那市 90 

21 ３月上旬 調整中 キッセイ文化ホール（中ホール） 松本市 140 

＊ 各会場は申込み受付順で定員になりしだい締めきります。 

＊ コロナ感染拡大の状況等により開催日程の延期などを行う可能性もありますので、詳細及び最新情報については、
当協会ホームページによりご確認ください。 



【１】講習内容   食品衛生学（2.5 時間）、食品衛生法（3 時間）、公衆衛生学（0.5 時間） 

【２】受 講 料   ９,０００円（消費税含む。昼食代、交通費、駐車料金などは個人負担となります。） 

・受講料は当日受付にてお支払いいただきます。 

【３】受講申込み    

・当協会ホームページから申込みするか、お近くの地域食品衛生協会（保健所又は県合同庁舎内）窓口

で申込んでください。受付は先着順で定員になり次第締切らせていただきます。 

・「受講申込書」は、地域食品衛生協会窓口に設置されていますが、長野県食品衛生協会ホームページか

らダウンロードしてご使用いただくこともできます。 

・ｅラーニング方式の受講も可能です。詳細は当協会ホームページをご覧ください。 

   当協会ホームページ npfha.com    養成講習会日程表→ 

～～各地域食品衛生協会は下記のとおりです～～ 

地域食品衛生協会 事 務 所 住 所 電   話 

佐 久 食品衛生協会 

上 小 食品衛生協会 

諏 訪 食品衛生協会 

伊 那 食品衛生協会 

飯 田 食品衛生協会 

木 曽 食品衛生協会 

松 本 食品衛生協会 

北アルプス食品衛生協会 

ながの食品衛生協会 

北 信 食品衛生協会 

長野市食品衛生協会 

佐久市跡部 65-1 

上田市材木町 1-2-6 

諏訪市上川 1-1644-10 

伊那市荒井 3497 

飯田市追手町 2-678 

木曽郡木曽町福島 2757-1 

松本市大字島立 1020 

大町市大町 1058-2 

長野市中御所岡田 98-1 

飯山市大字静間 1340-1 

長野市若里 6-6-1 

佐久合同庁舎内 

上田合同庁舎上田保健所内 

諏訪合同庁舎諏訪保健所内 

伊那合同庁舎伊那保健所内 

飯田合同庁舎飯田保健所内 

木曽合同庁舎木曽保健所内 

松本合同庁舎内 

大町合同庁舎内 

長野保健所内 

飯山庁舎北信保健所内 

長野市保健所内 

0267-64-2200 

0268-27-5667 

0266-57-1205 

0265-76-1717 

0265-23-3448 

0264-24-2227 

0263-47-7850 

0261-22-0155 

026-223-5112 

0269-62-5876 

026-223-6580 

【４】受講案内 

   ・受講申込みをされた方へは、受講日の２週間前頃に当協会より受講案内を送付します。 

(黄色の封筒に受講票を同封して送付します。) 

【５】キャンセル   

・希望した日に都合が悪くなった場合は、速やかに下記《お問い合わせ先》まで御連絡ください。 

【６】ご 注 意  

・事前に申込みのない方は受講できません。  

・受付は午前９：３０から、講習時間は午前９：５５から午後５：１０までです。 

・長野市若里市民文化ホールでの開催日のみ、受付時間９：３０から、講習時間１０：２５～１７：４０と

なります。 

  ・遅刻は認められません。また、途中退場すると修了証書の交付はできません。 

  ・当日、受講者の変更はできません。受講できる方は、受講票に記載されたご本人のみです。 

【７】そ の 他 （申込みをされる際に。）     

  ・本講習会は日本語で行いますので、日本語が理解できない方、テキストが読めない方は原則として

受講できません。 又、障がいのある方で、一定の配慮が必要な場合等は、 下記《お問い合わせ先》まで

御相談ください。 

・その他不明点については、下記《お問い合わせ先》まで御連絡ください。 
 

《お問い合わせ先》  
一般社団法人長野県食品衛生協会  電話 ０２６－２３４－５０４６  


